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新 しい市民社会論 と市民経営学 をめ ぐっての覚書

國 島 弘 行

は じ め に

大企 業の不祥事 が続 くなか,企 業 は企業の社会 的責任 をCSRと い う管理 制度 の問題 と して取

り組み始 め,CSRが ブー ムにまでな ってい る。企業不祥事 が市民生活 に市民 の生命す ら奪 うな

どの重大 な影響 を与 える ことで,市 民社会 か らの企業への批判 をもた らし,企 業 の存続す ら困難

にする リス クを企業 にた らしてい るか らである。市民社 会か らの企業へ の批判 は,消 費者や地域

住民ばか りで な く,従 業員や取引業者 か らの内部告発 とい う型 に よって も行 われている。現代企

業の市民社会 に対 す る経営姿勢が,も はや内部 関係者 にす ら放置で きない状況 にある ことを示 し

ている。

今,企 業 と市民社会 との関係があ らためて問われて きている。その際 企業 の立場か らだけで

な く,市 民 あるいは市民社会 の立場か ら企業経営 を検討す る必要が指摘 されて きている。丸 山恵

也氏 は,「 いま市民経営学 とで もよべ る,新 しい経営学 が提 唱 されてい る」 と指摘 し,そ の よう

な もの として谷本 寛治氏 の 「企業社会 システム論」,宮 坂純一氏の 「企 業倫 理学 」,重 本直利氏 の

「市民経営学」 をあげてい る(丸 山,2005:38頁)。 重本氏 は,「 市民 の視 点か ら経営 のあ り様 を

捉 え直す」市民経営 学 を,単 に 「社会 一般 と しての合理性で はな く,『 市民社会』 と しての合理

性」か ら捉 える。「社 会 は市民 の 自発 的 ・自主的参加 に よって組織 され管理 される ことによって

成立 している」か らである という(重 本,2002:236頁)。 本稿 の課題 は,企 業 と市民社会 との関

係 について検討 し,新 しい経営学の可能性 を分析 す るための準備作業 である。 そのため に,主 と

して市民社会論の新動 向 を整理 し,市 民 の視点の経営学 を検討す る。

1市 民社会論

1高 島善哉 とアダム ・ス ミスの 「市民社会体系」

近代社会 は,市 場 を経済 の基礎 とす る市場経済社 会 と,人 間 としての権利 を持 った 自立 した個

人 を社会 の基礎 とする市民社会 との二重 の社会構 造 を持つ。 したが って,そ こでの企業経営 は,

近代社会 における市場経済社会 と市民社会 とか ら二面的に規 定 されている。後 での コッカの整理

にみる ことがで きる ように,か つて は市民社会概 念 を市場経済 と同一・視 し,否 定 的に理解す るこ

とが多 くあ った。 しか し,最 近で は,ヘ ーゲルの言説です ら自発性 を持つ 自立 した個人 な ど市民



52創 価経営論集 第31巻 第1・2合 併号

社 会 を積極 的に位置づ けていた とす る議論 を見 ることがで きる1)。 ところで,高 島善哉氏 は,戦

後早い段 階で 『ア ダム ・ス ミスの市民社会体系』 において市民社会 を積極 的に位置づけてい る。

高 島は,市 民社会 と,資 本主義社会す なわち市場経済社会 とを以下の三点にお いて 区別 している。

「まず第一 に,市 民社 会 は開か れた体系 であるが,資 本主義社会 は閉 ざされた体系 である。 そ し

て第二 に,市 民社会 においては市民が主体 として観念 されるが,資 本主義においては資本 が主体

と して観念 され る。最後 に,市 民社会 は発想 としては啓蒙 主義的で あるが,資 本主義 はた んに啓

蒙主義的で な く,む しろ歴史主義的である」(高 島1974:274頁)。 ここでの市民社会 は,「 人間

開放的 な役割」 とい う 「歴史的 な性格 と歴史 的な役割」が認め られ るが,生 産力の側面 と 「人間

開放 的な性格 」 とか ら,基 本的 に 「超歴 史的な もの,完 結す ることの ない永 遠 に開かれた体系 」

となる(同 上書274～275頁)。 アダム ・ス ミス は,「 商 品に特 定の物 の効用 」であ る 「使 用価値 」

と 「その物 の所有 が もた らす他 の品物 を購買 す る力」 であ る交換価値 とい う2つ の側 面 をみる

(ス ミス訳2000:60頁)。 この観 点か ら,高 島 は,市 民社会 を 「生産力 の体系」(高 島,1974=

289頁),市 民生活 にとって社会 的 に有用 な ものであ る使用価 値 を欲 求 し,生 産 し,流 通 し,消

費 ・享受す る場 と して考 えた。す なわ ち 「生活 内容 と意識形態」(高 島,1972:205頁),「 物 質的

な生活諸関係」(高 島,!972:206頁)と 精神 的な生活諸関係 である物質的 ・精神 的な市民生活 の

場 と して考 えた とい うこ とが で きる。 したが って,「 生 産力 の体系 」 としての市民社 会 は,労

働 ・消費 ・地域 ・家庭 な どの市 民生活の質 を意味す る もの と思 える。 む しろ,「 生活体系」 ある

いは 「生活世界」 とい うことがで きるのか もしれない。その場合,生 活の質は生産力 したが って

使用価値 の質が直接規 定 してい る。生産力や使用価値 の質 は,「 生活 内容 と意識形態」 を規定 し,

同時 にそ こか らか ら規定 される とい う関係 を もつ(高 島,1972:205頁)。

また,高 島氏 は,ス ミス の市民社会論 において,市 民社会 の 「人 間開放的な性格」 と近代 国家

との関係 も検討 し,「 市民社会 の生活原理」(高 島,1974:222頁)と しての 「同感の原理」(ス ミ

ス訳2003)が 重要 である と考 えた。彼 は,ス ミスの統 治 としての国家成立根 拠 を,「 同感 の原

理」の もとでの同意 とい う 「よ り主体 的な観念」(高 島,1974:224頁)を もって捉 えた。ス ミス

は,「 同感の原理」 としての 「市民社会 の原理」 を 「権威 の原理 」 と 「効用 の原理 」に分類 し,

「君主政治 では権威 の原理が優勢 であ り,民 主政治 では効用 の原理 がそ うである」 と考 えた(ス

ミス訳2005:35頁)。 この市 民社会 にお ける同意 は,政 治社会 としての近代 国家 ばか りでな く,

市場経済社会 を存 立 させ,規 定す る条件 の一 つである とい うことが で きる。高 島は,市 民社会 を,

市民の 同意あ るいは合意形成の場 としての民主主義社会 と して も理解 していた と思 える。す なわ

ち,高 島に よる 「ア ダム ・ス ミスの市民社会体系」構想 において市民社会,市 場社会,国 家の3

重構 造が示 され るとともに,こ れ らの連結 的役割 をす る 「意識形態」(高 島1972:205頁)を 生

み出す市民的同意 ・合意形成の場 としての市民社会 も理解 す ることがで きる。

したが って,生 産力体系 と しての市民社会 は,「 生活 内容 」であ る 「物 質的な生活諸 関係 」 と

しての市民社会 と,社 会 的規範 な どの 「意識形態」 を生み出す 「精神的 な生活諸 関係」 と しての

市民 的同意 ・合意形成 の場 としての市民社 会の2つ の構 造 を持 っている と言 えるので ある2)。企
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業が市民社会 あるいは社会 か ら規定 を受け るといった場合,こ の2つ の側面 か ら検討す る必要が

あるように思 える。

また,高 島氏 は,生 産力体系 としての市民社会 は,超 歴史的であ るとともに,歴 史的な もので

もある と指摘 してい る。 これは,生 産力体系 は,人 間生活 にとって必要な もの とい う意味で超歴

史的である。同時 に,市 場 か らも規定 され,歴 史 的にその具体 的内容 を変容 させ ることか らも当

然の説明であった と理解 したい。

さ らに,市 民社 会 は,企 業 を含 む もので ある とも考 え られていた。す なわちT「 労働 生産力 と

しての体系 としての企業,つ ま り経営体 としての企業 の概念」 を前提 として,「 資本 主義 的営利

手段 としての企業」が可能 になるのであ る(高 島,1972=219頁)。

2J.コ ツカの市民社会概念の史的展 開論

J.コ ッカは,以 下 の ように,市 民社会概念 をめ ぐっての歴 史的変容 を明快 に整理 し,現 代 的な

意味での市 民概念の特徴 を明 らかに してい る。中世 と初期近代 では,市 民社会概念 は,家 と家族

の領域 とは区分 され,国 家 とは未分化であ り,有 徳 な良 き生活 を目指す共同の福祉,公 共性,普

遍 的な もの,そ してその ような意味 での政治 に関連 した ものであ った。それは,記 述 的である と

ともに,規 範 的であった(Kocka訳2003:35頁)。 近代市 民社会 の概念 は,3つ の時期 で 区分

される。

17世 紀 と18世 紀 との啓蒙主義の時代で は,市 民社会概 念 は,市 民社会 に対 して肯定 的な意味合

いを持 ち,将 来の文明 につい ての 「ユ ー トピァ構 想」 と結 びつ いていた。civilsocietyと い う市

民社会概念 は,「 文明化 の進展の過程 として規定 された」(同 上訳35頁)。 文明化 は,第1に 「労

働 と勤勉 商業 と所有 を通 じて経 済 に向か って開かれ」,第2に 「教養 と文化,社 交性,『 洗練』

や生活様式」に基づ き,第3に 地域 ・身分 ・職業 ・性別 か らなる諸制度か らの開放,す なわち人

間 とその権利 とい う理念 『全人類 を包括す る社 会』,世 界市民社会 へ も開か れていた」。 その概

念 は,「 市 民 自らが組織 す る自発性」 を必要 とす る,反 伝 統 的,反 身分制 的,啓 蒙 的 ・近代 的な

意味 を もつ現状批判 的 な運動 ・目標概念 となった。同時代,Zivilgesellschaftな どの市民社 会概

念(BiirgergesellschaftやburgerizcheGesellschaftも 同義 で用 い られてい た。)は,国 家 か らの

分離 され,絶 対主義的 な官憲国家 に よる 「支配」 と 「屈従」 に対決す る 「反絶対主義 的な闘争概

念」 となった(同 上訳35～36頁)。

資本主義の生成 ・発展や産業革命 の影響 を受けた19世 紀前半 には市民社会概念 は,批 判 的 ・論

争的概念 とな り,肯 定的な意味 を持つ運動 ・目標概念 としての正当性 をもたな くなった。 国家 と

社会 は,単 なる区分 に留 まらずに,対 立物 と捉 え られるよ うになったのである。ヘ ーゲルは,市

民社会 を,欲 求の闘争 ・妥協 の体系 に爆小化 し,道 徳 的政治的評価 において国家 よ り下位 に位置

づ け,普 遍 としての国家 の下位概念 であ る とした。 さらに,市 民社 会 をブルジ ョァジーない し中

間層 とい う意味での市民 層が支配す る空 問 として捉 え られ た。 この よ うな影響 の 中でburgerli-

cheGesellschaftが 多 く使 われ る ようになった。 さ らにSマ ル クス は,burgerlicheGesellschaft
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と して の市民社会が 資本 主義経済 をその基 盤 と核 心 と して もつ ブルジ ョア社 会(Bourgeois-Ge-

sellschaft)と してのみ評価 した(同 上訳37頁)。

1980年 代,Zivilgesellschaftと い う市民社会概念 は,ラ テ ンアメ リカや東 中欧での独 裁制批判

の キー ワー ドと して,華 々 し くカムバ ックを遂 げた。反体 制派は,Zivilgesellschaftを 要求す る

こ とで,「 国家 に対 しうる個人の保護,法 の支配 と権力 の分割,社 会 的な 自治活動 の権利 と義務,

そ して男女の市民(citoyensundcitoyennes)と しての市民(Burger)の 成熟 さらにまた新 た

に建設 され るべ き政治 にお ける連帯,道 徳 信頼性,な どを 目指 したのであった」。1989年 東 中

欧革命 よって,西 側 にお いて も市 民社 会概念 は多様 な論者 によって復権 した。ユ ルゲ ン ・ハ ー

バ ーマス等 のフラ ンクフル ト学派 は,Zivilgesellschaft概 念 を用 いて,「 資本主義的市場 と官僚 主

義的国家機構 の聞にある民主主義的 自己実現 の場 としての公共 圏 と,資 本主義 のシス テム合理性

お よび 巨大 な官 僚機構 か ら区別 され る 『生活 世界』 とを擁 護 分析,推 奨す る」。 マ イケル ・

ウ ォル ツ ァー等 の コ ミュニ タリア ンは,civilSocietyを 用 いて,「 官僚主義 的国家機構 と区別 さ

れる社会諸集 団の 自己活動 と,さ らには小 さな空 間,近 隣組織,結 社,社 交 クラブ,そ して市民

イニ シ ャテ ィブ な どにお ける連帯 と共 同化 の力 を推 奨 した」。 リベ ラル派 は,civilSocietyを

「多元 主義的で,自 由 ・民主主義的な社会の意味で用 い」,経 済 との区分 を不 明確 に している(同

上訳38～39頁)。

コ ッカは,1980年 代以後 の市民社会論議 の復興 において,「 現代の社会 と政治 の基本 問題が 議

論 され てい る」 と考 える。第1に,西 側 で数十年 にわたって増大 して きた 「国家 の過剰」 に対 す

る懐疑 す なわ ち社会 国家 ・干渉 国家 の能力の 限界 と正 当性 問題 である。 この ことは,「 新 しい

装 いを帯 びた古い社 会国家批判 と並 んで一裕福 で教養があ り自己組織能力 をもつ ようになった諸

社会 の重要 な部分の新 しい諸要求 と,政 治 ・社会 ・経済問の諸関係 について新 し く規定 しようと

す る原則 的 な姿勢 とが,表 現 されている」 ので ある。第2に,「 近代社会 を結局 の ところ結合 し

てい る もの は一体 何 なのか,と い う問い に対 して答 えを出 そ う とす る試 み」 が,「Zivilgesel1-

schaftは,公 共心,共 同組織 へ の市 民参加,道 徳 的基礎 に立脚 した協調 や社 会 的団結 を重 ん じ

る」 ことを もた らした ので ある。 この根底 には,「 社会 的分極 化の経験(例 えば階級 問の闘争 に

よる)で はな く,進 展 す る個人化 と断片化 に よる社会 的結合 の喪失へ の憂慮が横 たわっている」。

第3は,「 供給 と需要 競争 と交換 に立脚 する市場経 済 と,紛 争,討 議 相 互理解,政 治t連 帯

を 目指す論理 を伴 う市民社会 との間の基 本的相違が視野 に入れ られてい る」 とい うことである。

現代 の市民社会概念 は,啓 蒙主義の時代 のユー トピァ的内容 を復権す る とともに,カ メ レオン概

念 にな る可能性 を もっている と指摘 している(同 上訳39頁)。 つ ま り,国 家 や政治,市 場 や企 業,

社会 的連帯や公共性の変容 のなかで,市 民 自 らが再生す る市民社会へ の期待 を見 ることで きるの

である。

コッカは,市 民社会概念 史 をこのように整理 し,市 民社 会の概念規定 を試み る。その際 狭 義

の概念 と広義 の概念 とに分 けて考 える。近年の議論 の中心 を,市 民社会 を狭義の概念 として捉 え

る。つ ま り,国 家,市 場,私 的領域 の間にあ る社会 的 自己組織 の空 間,す なわ ち,結 社,サ ーク



新 しい市民社会論 と市民経営学をめ ぐっての覚書55

ル,ネ ッ トワーク,NGOな どの領域 を問題 に してい る。 したが って,公 的論議,紛 争 と協調 の

空 間,諸 個 人 とグルー プの 自立 的空 間が想定 され,活 力 とイノベー シ ョンの領 域 公共 の福祉 の

ための努力する場 として機 能する 「自己組織」が期待 されてい る と考 える。 しか し,コ ッカは,

狭義 の概念 の有効性 を認 めなが らも,「 市民社会 」の よ り包括的 あるいは よ り開かれた概念 をよ

り本質的 なもの としてい る。つ ま り。狭義の市民社会 と国家,市 場,私 的領域 との相互 関係 を取

り込 んだ もの として 「市民社会 」 を規定す るのである(同 上訳40頁)。

1つ め は,「 市民社会」 と経済 との区分 ・相互 関係であ る(同 上訳40～41頁)。 市民社会 の論理

は,言 説,紛 争 と協調 を基礎 とす る。それは,個 人の権利,個 人が決定す る権 利 を保 障す る一方

で,連 帯 と社会化,市 民 的特性 と普 遍的福祉へ の志 向 をも要求す るので ある。 「この こ とに よっ

て,市 民社会 は,競 争 と交換,個 人的決定 と個 人的利得 の論理 に基 づ く市場 か ら区分 され る。市

民社会 は,市 場社会 に解消 される ことない」。市民社会 と経済 とが別 の論 理 を もつが故 に,市 場

原理 が市民 生活 に浸透 しうるとと もに,市 民社会 が市場社会 を規制 しうるのであ る。「市民社会

構想 の今 日的魅力 は,市 民社会 の諸原理 と諸手段 によって,無 拘束 に展 開 し,世 界 中で勝利 し,

あ らゆる部面 に進 出 してい る資本 主義に対 し,内 的制限を加 えるこ とがで きるのではないか とい

う希望 に も由来 している」。他面 で,「 ロ ック とヒューム,フ ァーガソン とカン ト,さ らにはへ一

ゲル とマルクスに至 る古典的著述家 は,経 済 を正当に も市民社会の 中心的位相 とみな していた。

一経 済は まさに初 めか ら発展 しつつあ る市 民社会 の推 進力であ り要素で あった」。現在 におい

て も,同 時に,「 市民社会的構 造 には,社 会 的結合,信 頼,そ して 「社会 的資本』 な どが属 して

お り,そ れらが市場経済 を ささえている」のであ る。 また,労 働 とい うカテゴ リーは経 済 と市民

社会 との両者 に属 する とい う。

2つ めは,「 市民社 会」 と国家 との区分 ・相互 関係で ある(同 上訳41頁)。 市民社会 の構想 や概

念 は ヨーロ ッパ大 陸や北 アメ リカ植 民地で国家 との区分 ・対抗 とい う形 で形成 された。1980年 以

後支配 的独裁制国家 との対決,現 在の官僚主義的社会 国家 ・干渉 国家 との断絶 とい う形 で議論 さ

れている。 しか し他方 では,市 民社 会 と国家 はいつ も親密 な関係 にあった。現代の市民社会構 想

におい て も,「 市民社会 は自 ら展 開 し,維 持 し,さ らに発展す るこ とがで きるためには,… …人

権 と市民権 を守 り,法 治 国家 ・立憲国家 の基準 を満た し,民 主主義 的参加 を保障 し,原 則 問題 を

決定 し,枠 組条件 を設定 し,そ して擁i護的,促 進的,調 停 的に関与す る,政 治的諸制度 を必要 と

している。 ただ民 主主義 的国家 においてのみ,自 ら多様性 を内包す る市民社会 は,そ のため に必

要 な統一的発展 の保障 を見 出す。……国家 と社会の変化す る関係 こそが,市 民社会の概念 に とっ

てむ しろ本質的な意味 を もつ のであ る」。

3つ めは,「 市 民社 会」 と私 的領域 との区分 ・相 互関係 であ る(同 上訳42～43頁)。 「この 区別

はSOCietaSCiViliSと 家 とを区別す る長 い伝統の上 にある」。「私 的な もの」 と 「公的な もの」,「公

共 圏 と私的空間 との明瞭 な区別可能性,明 確 な境界付 け は,市 民社会 に とって まさに本質的意義

を持 っている」。 しか し,そ れ らを 「区別す る線 を どこに引 くかは,そ れ 自体社会 内部 の論 争 の

対象 である。……家政 と家庭 とは,そ の機能や現象形態 の幾つ かか ら見 れば過去 も現在 も明確 に
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市民社会 の領域 の一 部 をな してい るが,他 の面 においてはそ うではない。いず れにせ よ,歴 史的,

文化 的比較 においては,ど の ようなタイプの家庭,ど の ような家族が市民社会 の発展 に とって有

益 であ るかあ るいは有害で あるか,と い うことが問 われなければな らない」。

コ ッカは,市 民 自らが作 る空間 と しての狭義 の市民社 会概念 を尊重 しなが らも,広 義 の市民社

会概 念 にそれ と経済 ・国家 ・私的空間 との相互作用 を含め ることで,新 しい経済 ・国家 ・私的空

間の歴史的現実 も明 らか にし,市 民社会 の概念 的 ・現実的 ・歴史的な新 しい可 能性 を追求す るこ

とを 目指 している。 この ことは,市 民 自らが作 る空 間 としての市民社会 を真空状態 と考 え,非 営

利組織 な どを議論す ることを克服す ることである。

3ハ ーバ ーマスの 「市民社会論」

J.ハ0バ ーマスは,近 代市民社会(burgerlichGesellshaft)か ら現代市民社会(Zivilgesellshaft,

civilsociety)へ の歴 史的移行 を分 析 してい る。 『公 共 圏の構 造転換』 において,サ ロ ン,コ ー

ヒーハ ウス,読 書協会,公 開演奏会,雑 誌 新 聞な どの18世 紀啓蒙時代 の市民文化 が 「文芸 的公

共性 」 を生 み出 し,近 代市 民社会 の設立母体 になった ことを明 らか にした。 ただ し,民 衆 を排除

す る ところにブルジ ョア的市民社会 の限界 をみ た。ハーバ0マ ス は,『 公共 圏の構造 転換 第2

版 』 第2版 序 文 にお い て,市 民社 会 は,近 代 的 な ブ ル ジ ョア 的市 民 社会(burgerlichGesell-

shaft)か ら現代 的な大衆市民社会(Zivilgesellshaft,civilsociety)へ 歴 史的に展 開 している とし

てい る。そ こで,ハ ーバ ーマス は,現 代 の市民社会 を市場社会 とい う意味 を含 まず,「 自由な意

思 に もとつ く非国家 的 ・非経済的な結合 関係」 と規定 し,ア ソシエ ーシ ョンを制度的 な核心 とし,

教会,文 化 的サークル,学 術 団体,独 立 したメデ ィア,ス ポ0ツ 団体,レ ク レーシ ョン団体 弁

論 クラブ}市 民 フォーラム,市 民運動 同業者組合,政 党,労 働組合,オ ル ターナティブな施設

な どを考 えた(Habermas訳1994:xxxviii頁)。 つ ま り,市 民社会 を市 民の 自律 的空 間 と捉 え,

市民社会 におけ る討議の なかで生 まれた 「対抗 的公共性」あ るい は 「コ ミュニケー シ ョン理性」

が資本 や国家 の官僚制 シス テムにおける 「技術的合 理性」 あるいは 「技術 的理性」 に対 して規制

しうる可能性 をみいだ したのであ る。 しか し,現 代社会 では,シ ス テム(国 家 ・市場)は,市 民

生活の場であ る 「生活世界」 の 「内的植民地化」 を進め,資 本 の下への労働 の実 質的包摂 に留 ま

らず に,資 本や 国家 な どのシス テムの下へ の市民生活全体 を実質的 も包摂 ・支配 して きてい ると

い う(Habermas,1981)。 そのなかで,シ ステ ムの 「技術 的合 理性」が アソシエー シ ョンを破壊

して きている と考 えるのである。現代市民社会 を支 える 「コ ミュニケーシ ョン理性」が,シ ステ

ムの 「技術的合理性 」へ従属 し,か つ抵抗す る という2つ の側面 を描 き出 している。市民社会は,

単 に資本や 国家への市 民の抵抗の場だ けでな く,逆 にそれ らが市民生活 を支配する場 で もあ り,

資本や 国家 と市民が社会 的合意 を形成するためにせ め ぎあ う場 で もあるこ とを描 いて見せ た とい

える。

ところで,ハ ーバーマス は,「 事実性 と妥 当性』 において 「市民社会 の 自己限定」 を訴 える。

つ ま り,市 民社 会か ら発生す る民主的運動 は,「 自分 自身 を全体 と して組織化 す る社 会」 を放棄
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し,シ ステムへの 間接 的影響 に とどめ るべ きとい う(Habermas訳2002:103頁)。 なぜ な ら,

市民社会 の コミュニケーシ ョン理性が,シ ステムの技術的理性 あ るい は合理性 に対 して無 制限に

介入 す ることで,生 産力 の発展や使用価値 の充実を止めて しまうか らであ る。 中村健吾 は,ハ ー

バーマスの 「市民社会 の 自己限定」論 を批判 し,批 判社会運動へ の 「自己規制」への要求であ り,

「直接 的 な民主 的意思 形成」 や 「新 たな政治的意思形成回路 の創設 を通 じて民 主的で根本 的な規

制」 を放棄す る ものであ り,「 事 実性 と現 実へ の漸 次 的屈 服」 で あ る と指摘 した(中 村 健吾,

1996)。 ハ ーバ ーマス の 「市民社会 の 自己限定」論 の この限界 は,資 本 ・企業 の問題で は,ア ダ

ム ・ス ミスのい う交換価値 と使用価値,国 家 ・政府 の問題で は政治的価 値 と行政的価値,つ ま り

権力関係 と生産力 との問題 をい きな り同一視 し,2つ の側面 を含 め て技 術的合 理性 と考 えたため

生 じた と思われる。ハーバ ーマスの議論で は,市 民のための,市 民が作 るシステ ムとその技術 的

合理性あ るいは使用価値 について論 じることがで きない。我 々はそ れを論 じなけれ ばならない。

4「 リスク社会」 と新 しい市民社会 の矛盾

U.ベ ックは,『 危険 な社会』 にお いて,現 代 が産業社会 あるい は 「階級社 会」か ら 「リス ク社

会」へ移行 しつつ ある としてい る(Beck,1986)。 「階級社会」 は,貧 困が特定 の階級 や階層 に蓄

積 される とい う矛盾 を持つ社会 である。す なわち,「 知覚で きる富」 の生産 と分配が問題 であ っ

た。 そ こでは,困 窮 に よって生 じた連帯が,「 不平等 社会 」の価 値体 系 と しての 「平等 とい う

ユー トピア」 を 目指す分 配闘争 として重要 な役割 を演 じた。そ こで は,身 分や 自然か ら人間 を解

放 し,機 能分化 ・大量生産原則 の もとでの富 を生 産 ・増加す る 「単純 な近代化」が追求 された。

「リス ク社会 」は,知 覚で きない危 険(リ ス ク)の 生産 と分配 の もとで生 じる不安が社会 的な矛

盾 となってい る。不安 に よって生 じた連帯 が,「 不 安社会 」の価 値体 系 と しての 「安全 とい う

ユ ー トピア」 を目指 し,「 影響の及ぶ範囲が広 く,網 の 目の粗 い,構 造 を絶 えず変革す る近代化」

である 「自己内省的(自 己再帰 的)近 代化」 を生み出 して きてい る(Beck訳1997:14頁)。

この リスク社会で,「 ブーメラン効 果」 と 「新 しい個 人化」が重要 な概念 となってい る。「ブー

メラ ン効果」 とは,リ ス クの配分パ ター ンであ り,地 球規模 にお ける リス クの拡 大化 の 中,「 危

険 は,そ れ を生 み 出 し,そ れ か ら利益 を得 てい る もの を襲 う」,つ ま り 「貧 困は階級 的で,ス

モ ッグは民 主的であ る」 とい うこ とであ る(Beck訳1998:51～52頁)。 「新 しい個 人化」 は,

個人競 争 と社会的移動性 の増大 に よって,個 人化 の価値体系が 「因習的成功の シンボル(収 入,

キ ャリア,地 位)」 か ら自己確 証,自 己成就,自 己実現,本 質的 に は 自己啓 蒙 と自己解 放 に向

か ってい ることであ る。それは,「 自分 自身が取 り組む生活実践 における過程」 であ り,「家族 や

労働や 政治 にお ける新 しい社 会 的な結 びつ きの探求 も含 まれ る」 ので あ る(同 上訳書190～191

頁)。 が,「 階級や家族 や職業 や女性や男性 とい った,個 々人が 自分 の人生 を どの ように営 もうか

と模 索す る場合 に手がか りを与 えて くれるイメージは,現 実性 や未来へ と導 く力 を失 う」(同 上

訳書192頁)。 つ ま り,そ れは,階 級や家族 な どの従来 の連帯 を持た ない個人化 として,自 己決定

の強制 とリス クに対す る個人責任社会 をも生 み出 してい る。新 しい個人化 は,「 社 会的危 険の個
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人化」 で もあ り,「社会 問題が,直 接,心 的性向の問題へ と変 え られ た。つ ま り,個 人 レベ ルに

お ける,満 ち足 りない気 持 ち,罪 の意識 不安,葛 藤,ノ イローゼの問題 となった」 とい うこと

になる。 同時に 「社会的危機が もはや知覚 されないかあるいは社会 的な ものが 間接 的 に しか知覚

されない」(同 上訳書193頁)と い う深刻 な問題 をは らむ。 そこでの社会 的問題状況の克服 のため

の連帯 は,「 あ る図式,例 えば階級 図式 に従 って作 られるわけで はない」。 したが って,「 人 々の

連帯 は,個 々の項 目ごとに,個 々の状 況やテーマ ご とに締結 ・解 消 される」(同 上 訳書194頁)。

中核 的な政 治 としての議会制度 に対す る 「サ ブ政治」 としての市民運動,「 新 しい社会運動⊥ オ

ル タナテ ィブで批判 的な職業活動 が重要 な意味 を持ち,基 本 的人権 を細分化 して確 立 させ,「 『上

か ら』 の不 快 な干渉 に対 して 『底辺 の市民運動』 と 『下位の機 関』 の抵 抗が強 め られ るので あ

る」(同 上訳書396頁)。 そ こでは,官 僚 制論 な どの 「合理的=階 級 的あるい は目的=手 段 モデル」

に代 わ って,「 話 し合 い,相 互作用,交 渉,ネ ッ トワー クが強調 され る」理論が重要 になってい

るとい う(同 上訳書402頁)。

ところで,J.マ グウィガ ンは,ベ ックの議論 の限界 を次の ように指摘 してい る。「リス クに満

ちた世界 の創造 において,企 業 ビジネスが果た した役 割や資本 の蓄積 についてベ ックはほとん ど

言及 してい ない」の であ る(McGuigan訳2000:232頁)。Z.バ ウマ ンは,『 リキ ッ ド ・モダニ

テ ィ』 において,重 い堅 固な近代 か ら軽 い流体的近代へ の移行 の中に,資 本 と労働 の変質 を見 出

し,そ の結 果 と しての新 しい市 民社 会 と して の 「リス ク社 会 」 が現 れ る と考 え る(Bauman,

2000)。 堅固 な近代 では,「 重量 資本 主義」 の下で資本 と労働が 「固体化 」 し,共 同歩調 をと り,

「大労働組合,福 祉 国家,巨 大企業」の合同作用 に よって秩序が形成 され,「 長期 的精神構 造」が

生 み 出 され た(Bauman訳2001:157,190～191頁)。 流 体 的近代 で は,資 本 と労働 が 「流体

化」 し,離 脱 ・乖離 ・逃避,瞬 間性 の時代 とな り,ス リム化 ・縮小 ・廃 止 ・閉鎖 ・売却 を通 じて

「高速 で移 動す る資本」 は労働 や地域 か らも解放 され る(同 上訳書157頁,!93～194頁)。 雇用 は

短 く不 安定 にな り,「 非 自主的遊牧民」 と 「短期的精神構造」が生み 出 され,不 安定,不 確実性,

危 険性 の もとで人々は生 きていかなければ ならな くなる。「仕事 の性 質は完全 に変 わった。仕事

は1回 か ぎ りの行為 に堕落 し,目 先の もの を目的 とし,目 先 の 目的に触発 される と同時 に呪縛 さ

れる もの となった。 また,そ れ は形づ くるので はな く,形 づ くられる もの に,計 画 と構想の産物

ではな く,偶 然 の結果 となった。……仕事 の倫理的価値 が失 われたあ とには,数 々の審美的価値

が もち こまれた。……生産者,製 作者 と しての倫理的,プ ロメテウス的使命 の達成者で はな く,

消 費者,刺 激の追及者,経 験 の収集者 としての,審 美的欲求 の満足度 によって判 断 され る」 よう

になって きたのである(同 上訳書179～181頁)。 この ような状況 の中で,「 個 人化 した人間が市民

の共和 的組 織 に,再 び 『居場所』 をみつける可能性 はきわめて低 い」(同 上訳書49頁),も はや連

帯 も絆 も信頼 も崩壊 して しまった。「資本主義企業が対立 と闘争 の温床 であった ことはた しかだ

が,… …被 雇用者が権利 を もとめて戦ったのは,保 証 された権利 になにが しかの 『拘束力』 があ

ると信頼 しての ことだった。かれ らは 自らの権利 を預け,保 管 してお く場所 と して,企 業 を信 頼

してい たのである」。「信頼が ない ところに抵抗 はな く,信 用が ない ところに競争 はない」(同 上
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訳書214頁)と い う。流体 的近代 の下での共 同体 は,変 わ りやす く,一 時 的で,一 元 的で,爆 発

的であ るが,寿 命が短 い。 それ故,「 クローク型 ・カーニバ ル型共 同体 」 と呼 ばれ る。それ は,

「社会性 を もとめ る衝動 の未 開発 のエ ネルギー を集約 す るので はな く,拡 散 し,そ して,ま れ な

集 団的協調,協 力 に,必 死 に,し か し,空 し く救 い をもとめる人間の孤立 を永 久化す る」(同 上

訳書206頁)。

ベ ックは,「 バ ウマ ンが描 こう とした漆黒 のペ シニズムは,経 験 的 に誤 りである とい う意味で

す でに時代遅れの もの となってい る」 と批判 した(Beck訳1997:100頁)。 問題 は,「 自己創 造

型社会 の生みの苦 しみ」であ り,単 純 的政治(規 則主導型)か ら再帰 的政治(規 則改変型)へ の

転換過程 の中にある と論 じてい る。

新 しい市民社会 とい うユー トピアは,他 方で 「リスク社会」 とい う深刻 な矛盾 を生み 出 してい

る。 それは,国 家 の弱体化 とともに,企 業や資本の変質が生み 出 している。消費市場 にお ける製

品寿命 の短縮 とともに,リ ス クか ら利益 を生み 出す資本 としてのフ ァン ドのグローバ ルな影響力

の増大 は,資 本 と労働 の流動化 を生 み出 し,利 潤の短期 的追求 を生み 出 し,企 業 と市民社会 との

信頼 関係 を も崩 して きてい る。企業 と市民社会 との新 しい関係 の模 索 は,経 営学 にお いて も重要

な視点 となる。

II新 しい市民社会 と経営学

1企 業経営の基本原理 と市民社会

林正樹氏 に よれば,『 日本 的経営の進化』 において,経 営 システム は,経 営 方針,経 営戦略

組織,管 理制度 技術 とい う要素システムか ら構成 され,存 続す るために 「外部 の社会 的 ・経済

的主体(=シ ステム)と 」相 互作 用す るオープ ンシステムであ る(林,1998:3頁)。 また,経

営 シス テムにおける要素 シス テムは 「それぞれ独 自の行動原理 を持 っているが,シ ス テムは全体

と して一つの行動原理 を持 つ。経営 システムの行動 原理は営利性 と社会性 の統合 原理で ある」。

この経営 システムの行動原理 は,経 済産業構造や社会文化構造 な どの企業外 の条件e「 基盤 的条

件」 に よって規定 されてい る。 この基盤 的条件 に規定 された営利性 と社会性 は,経 営方針の 内的

発展原理 とな り,経 営方針 を規 定する。 この経営方針 が経営戦略 を規定 し,経 営戦略が組織 を規

定す る とい った ように,階 層的に経営 シス テム全体 を規定す る。経営の個 々の要素 シス テム も,

個 々の内的発展原理 を媒介 して,基 盤 的条件 に規定 され る(同 上書5～9頁)。

つ ま り,こ の 「経営 システムの機能 的特性 は,① 私 的営利性 と②社 会 的有用性 とい う二重 の側

面(=経 営 システムの二重性)に おいて理解す ることが で きる」。 この二重性 は,「 通説で は,私

的営利性 は資本主義 的特殊性,社 会 的有用性 は超歴史的一般的 であ る と理解 されてい るが,経 営

シス テムの特徴 を より具体 的 にまた歴史段階的e歴 史的に考察す るため には,… 私的営利性 も社

会 的有用性 もともに歴 史的に変化す るもの と理解 す る必要があ る」 とい う(同 上書11頁)。 す な

わち,営 利性 と社会性 は共 に歴 史具体 的に変化す るとい うことであ る。

資本主義 における企業 経営 は,「 営利性 原則」 に規定 される と同時 に,「 事業や製品の社会 的有
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用性が社会 か ら評価 され る 『経営 の社会性 』 によって も規定 されている」(同 上書23頁)。 企業経

営 の営利性 と社会性 は,基 盤的条件 に よって歴 史 ・具体 的に規定 され,時 代や国の違いに よって

大 き く異 なって くることにな る。企業経営の社会性 は,社 会文化構造 あるいは社会 的文化 的規範

に,と りわ け民主主義 とヒューマニズ ムに大 き く影響 され る。なぜ な ら,「 近代以後の社 会や文

化水準 を示 す尺度 は,民 主主義 とヒューマ ニズム=人 間性 の普及の度合 いである」(同 上書22頁)

か らである。ただ し,そ れは,企 業経営 とは別個 の ものであ り,営 利原則 としば しば対 立 して き

た。 「しか し,企 業 も人間社会 の一つの産物であ り,構 成要素で あるか ぎりにお いて,ま た,事

業体 を構 成 し運営す るのは人であるか ら,文 化 ・社 会お よびその発展水準 を完全 に無視 する こと

はで きない。文化 ・社会の発展段 階に よっては,営 利原則 を貫徹す るために も,民 主主義や人間

性原 理 を企業経営 の中に取 り入 れ ざる をえない」。 それが,企 業 あるいは経営 の社会 性 となる。

「民主主義 の発展 した社会 では,人 に対す る考え方 は企業経営の決定 的 ・原理的要素 となる」。つ

ま り,民 主主義の発展 の違いが,企 業 における社 会的責任,行 政や労働組合 との関係 に対 する考

え方,具 体 的 には地球環境保 護 文化活動支援,製 造物責任,労 働 時間,男 女差別 などに表れる

と してい る(同 上書22頁)。

注 目しなけれ ばな らないことは,経 営 の社会性 に関連 して,事 業や製品の社会 的有用性,す な

わち使 用価値 の具体 的内容 と,そ れ を規制 す る民主主義 などの社会 的ルール=『 社会性 の論 理』

の具体 的あ り方 との2つ の問題 を提起 しているこ とであ る。 さらに,商 品の使用価値,社 会 的有

用性 を,単 に消費の問題 に留 ま らない事業 と人 間 との多様 な関係性か ら捉 えている。つ ま り,市

民生 活 にとって社会 的に有用 な ものである使用価値 を欲求 し,生 産 し,流 通 し,消 費 ・享受す る

場,労 働 ・消費 ・地域 な どの市民生活の質 を考 えてい る理解 で きる。 さらに,市 民社会 における

同意 ・合意が企業経営 に反映す る仕組 みが指摘 されてい るといえる。

2新 しい市民社会 と市民事業の理 論

馬頭 忠治氏 は,『 脱マ ネジメ ン ト論』 において,市 民 自らが 「公 共性 を 「紡 ぐ』」 こ とを 「新 し

い市民社 会」の 中核 的原理 とし,そ の中心 的役割 を市民事業 に見 出 している(馬 頭,2004:13,

318頁)。 この市民事業 は,市 民生活 を支配 しようとす る大企業 の管理 に対 して,市 民 自 らの手で

使 用価 値 を編集す る世界 である。同時 に,そ れは,市 民生活 を行政 の問題 と して他律的 に解決す

る従来の市民運動 に対 し,市 民 自 らの手で事業化 しなが ら自発 的に解決 してい こうとす る新 しい

市民運動で もある(同 上書205頁)。 市民事業 に脱近代的 な性格 を見いだ し,こ の脱近代性 を脱産

業社会 化 と脱企 業化 との二 つの側面 か ら説明す る。脱産業社会 化 は,一 元 的で画一的 な社会 的

ニーズ を実現す る大量生産 ・販売 ・廃 棄か ら 「多様で多元的 な社会 的ニーズ を実現す る」使用価

値 と生産力体系への質的転換 である(同 上書197頁)。 脱企業化 は,営 利か ら公 共性 の追及へ,雇

用 か ら賃労働 に依存 しない 「生 産的生活」 へ,「 生産 と消費 の分離」 か ら 「生産 と消 費の結 合」

へ とい う生産の権力関係 の変容であ る(同 上書201頁)。 さらに,市 民事業の脱 近代性 は組織原理

を転換 させ て きている と理解す る。つ ま り,市 民事業の組織 原理 は,一 方的サー ビス と強制 とか
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らなるマ ネジメ ン トか ら,他 者の異質性 を認め,お 互い開かれた,相 互作用す る関係 と自発性へ

と移行 して きてい る理解 している(同 上書275～292頁)。 そ こで は,20世 紀 か ら21世 紀へ の組織

と管 理 の転換 を脱 産業社会 と脱企 業 とい う二 面性か ら構造 的 にかつ 明快 に分析 し,そ の本質 に

「市民 自らが公共性 を 「紡 ぐ』」 とい う新 しい社会的規範 と消費 ・労働 ・地域 な ど市民生活 のニー

ズ変化 とに置いた事 に積極的意義がある。

しか し,マ ネジメ ン ト(管 理)の 本 質を強制 と狭 く定義す る ことは,企 業で の組織 と管理 の転

換 の可能性 に対す る分析 を弱 くして しまうように思 える。む しろ,管 理 の本質 は,氏 の言葉 を使

えば社会的ニーズ の編集 す なわち使用価値の計画 ・組織 ・統制 な どにある。氏 の意義 も,使 用

価値 に対す る社会 的ニーズが大 きく変容 する中で,社 会 的ニーズの編集 の原理 的転換 も迫 られ,

企業 内外 を含めた権力 ・パ ワー関係 の変容 も生 まれてい ることにあ り,管 理 の二面 的分析 を豊 か

なものに してい ることにある。企業 における管理の変容の分析 も重要 になってい る。

3社 会経営学 と市民経営学

重本氏 は,『 社会 経営学序説一企 業経営学か ら市民経営学へ』 において,市 民生 活 を企業経営

との関連性 を問 う方法 と して,社 会 経営学 と市民経営学 を提起す る。 まず,「 経営 」 とは,企 業,

地域 学校,家 庭 な どを含 む 「組織 的社会 的概念」であ り,そ れぞれの 「異質 な ものの価値」=

独 自性 に基 づ く,「 個 々の人 の 『自発的』 な観念 と行為 を前提 と しつつ,そ の組織(管 理)の あ

り様」 として捉 える(重 本,2002:37～38頁)。 「社 会経営」 は,個 々の分野で の独 自性 を もった

経営 の総体,す なわち 「個 々の経営 の相互の緊張 ・矛盾 ・対立 関係(=「 異質 な ものの価値」 の

共生 関係〉」 として捉 える。企業社会 日本では,個 々の経営の共生が,企 業経営 の価値 に 「『異質

な ものの価値』 を同質化す る方向へ と作用」 し,企 業,地 域 学校,家 庭 な どの社会経営 の基礎

となる共 同性 としての 「コ ミュニテ ィの解体」 さ らに 「社会経営総体 としての解体」 を招 いてい

るとい う(同 上書38頁)。

次 に,「 企業経営 」 を 「企業 内 におけ る 『経済合 理性』 に基づ く 『自発性』 の管理」 と定義 し,

「社会経営」 を 「社会 内における 『社会合理性』(企 業 を含 むそ れぞれの場が相互対等 に関連づ け

られる ことに よる合理性)に 基 づ く 『自発性』 の管理」 と定義す る(同 上 書45～46頁)。 そ して,

「トヨティズ ムにお ける 「効率 中心』の生産 シス テムは 『経済合理性』 に基づ くものであ るが,

職場,地 域 学校,家 庭 内のそれぞれの 『合理性』 との緊張 ・矛盾 ・対立関係 の総体 を考 える と,

それは 『社会非合理性』 として捉 え られる」。つ ま り,職 場 内 コミュニテ ィの解体 「家庭崩壊 ⊥

「学級崩壊」 などにみ られるように,「 企業経営 をは じめ,地 域経営,学 校 経営,家 庭経営が解体

し,同 時に社会経営が組織 として解体 しているのである」(同 上書46頁)。 日本社会 において 「解

体 され た社会経営(こ の 中で も特 に企業経営)の 今 日的な再形 成 を 目指 し,同 時 に 『効率 中心』

の企業活動 に対す る規制(後 退 ・縮小)を 強める社会経営 を具体化 せね ばな らない」 と提起 す る

(同上書47頁)。 そ こでの社会経営の形成 は,「 企業 中心社 会の再形成 ではな く,市 民 中心社会 の

形成 を意味す る」(同 上書48頁)。 つ ま り,ボ ル ビズム(人 間中心の生産 システ ム)と い う企 業経
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営がス ウェーデ ン社会 の社会経営の基 盤 と しての 「異質 な ものの価値」の 「連動」 あるい は共生

の上で可能 になっている ように,日 本社会 の変革 のため には,企 業活動 を 「社会経営体 の中の一

経営 として限定づ けて位 置づ け直」 し,社 会経営 と 「『連動』 する職場経営 と企 業経営 の新 たな

形成」 と 「企業外 の様二々 な コミュニテ ィ(地 域,学 校,家 庭 など)の 新 たな質の形成」 とが必要

と されてい ると主張す る(同 上書47頁)。 市民社会 の一 つであるべ き企業経営 が市民社会 と敵対

している ことが,日 本社会 の問題 ということが理解 で きる。

この ような視角か ら,「 経済合理性 の視点 か ら,企 業のみな らず 国家(行 政),学 校,病 院 福

祉,地 域 の経営 あ り様 を捉 える」 「企業 の経営学」か ら,「 社会合理性 の視点か ら,上 記 の諸経営

のあ り様 を捉 える」「市民 の経営学」へ の転 換を提唱す るのである。 この社会合理性 は,「 諸経営

体 の独 自性(質 の相違)を 承認 しつつ,そ の相 互関係 をふ まえた上 で成立す る合理性」 であ り,

社会 一般で な く 「市民社 会」 としての合理性 である。 したが って,「 社 会 は市民の 自発的 ・自主

的参加 に よって組織 され管理 される ことによって成立 してい る視 点」である(同 上書236頁)。

次に,現 代企業経営 を分析 す る際に,情 報管理社会 にお ける情報 システム化,す なわち 「シス

テム は,個 人 を可能 な限 り個 別化 させ なが ら,他 方 で強力 に統合化 す る」 こ とを問題 にす る。

個 々人が 「情報 シス テムか ら要 求(管 理,強 制)さ れな くて も,自 ら進 んで情報 システムか らの

役割期待 に応 える」 とい う 「個 々人の精神的 ・知的(主 体的)価 値側面 を獲得す ることに よって,

統合性 を基礎 に したシス テム形態 は個別性 を基礎 に したネ ッ トワー ク形態 へ と反転 を遂 げ る」。

これ を,「 現代企業 の権 力構 造の情報 ネ ッ トワーク的転換 」 と呼ぶ(同 上書104頁)。 この段 階で,

「『自由 を奪 う』管 理か ら 「自由 を与 える』 管理へ変化 」 を見 出す(同 上 書181頁)。 そ こでは,

「集 団性 が特徴 とされ る 日本 的人 間関係 は,情 報 システムに よる個別化 と統合化 とい う 『新 たな

集団性』 へ と転換 され る。 ……集 団 に埋 没 した個 人で はな く,個 人 を生か した集団 に 『あ らた

な』 の意味がある」(同 上書181頁)。 しか し,「 情報の共有 という形式の集 団性 と,数 値 に よって

個 々人の精神 的価値が検証 ・決済 される個別性の存在 とい う事態 は,明 らかに働 くもの同士 の連

帯 感 と一体感 をもっていたかつての人間関係 と,そ こで働 く者 自 らの相互 の価値 ・規範性 を伴 っ

てい たコ ミュニテ ィの解体 を意味 してい る」(同 上 書186頁)。 と くに,日 本 では,異 質性 を伴 っ

た対象 が存在 しないが故 に,企 業 も個 人 も自己 中心的 な人間関係の質 となっている。現在 では,

個 人 と企業 の一体化 の弊 害の反省 と して,「 個人 の企業か らの 自立」 と 「企業 の個 人生活 を尊重

す る自律 」 まで求め られて きてい る。重本 は,こ の問題 を,「 情報共有 とい う 『あ らたな集 団性』

へ精神的 ・人格 的に帰属 しない人間関係 の質 と して⊥ さらには 「もはや帰属 で きえない とい う

今 日的段 階 と しての」人 間関係 の質 として捉 えなおす(同 上書192頁)。 つ ま り,情 報 ネ ッ トワー

ク化 の中で,「 統合性 を基礎 とした関係性」 とい うピラミッ ド型組織 か ら 「個別性 を基礎 と した

関係性 」 とい うネ ッ トワ0ク 型組織(企 業 内 と企 業 間 を含 む)へ と転 換 し,「 これ まで の固定

的 ・安定的 ・閉鎖 的な経営組織の構 造 を変化 させつつあ る」 と認識す る(同 上書198～200頁)。

しか し,「 資本の運動の 中」で の情報 と組織 のネ ッ トワー ク化 であるイ ンターネ ッ トな どによ

るグロ0バ ル情報社会化 は,企 業内の人間関係,消 費者 を含 む生活者 のさまざまな人 間関係 にお
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い て具体 的で多元的 関係 を 「排 除すべ き存在 」 に してい る(同 上書204頁)。 それ は,「 同質的価

値の競 争社会」 を世界 の隅々 まで徹底す るこ とで,個 々の社会文化,企 業文化,学 校 文化,地 域

文化,家 庭文化 を解体(同 質化)し,「 様 々 な民主的で多元的 な人 間関係,そ れ に依拠 す る人間

的共 同体(コ ミュニ テ ィ)を 解体 させ る ことになる」(同 上書205頁)。 この ような動 き対 して,

市民の経営学 の立場か ら,人 間関係 の新た な質 を提起す る。人 間の多様 性 ・多元性 を確 保す る も

の として,地 域 コミュニテ ィを基盤 とした地域経済=市 民生活 の場 としての市民社会,地 域の な

かで実物経 済 を成 立 させ る 「非営利 組織(NPO)」=市 民経営 体,そ の ため の 「地域 通貨 」 と

「地域循環経済 システム」=市 民経営循環 システムを展望す る(同 上書205～234頁)。

経営組織 の今 日的 関係性 である 「個別性 のつ なが りとしてのネ ッ トワー ク」 は,市 場経済の グ

ロ0バ ル展開の中で は人間的共同性 を解体す るように機 能す るのに対 して,市 民経営循 環 システ

ムの下 では 「民主的 ・多元 的に展 開」 し,「 個 々の地域性 をあ くまで も基本 と しつつ地域外 に も

グローバ ルに も開か れた」新 た な人間共同性 を築 く。そ こで は,「 個 々人が多様 な知 的 ・精神 能

力 を もって積極 的に地域 コ ミュニテ ィを築 く」,「個 別性のつ なが りを重視 した地域 ネ ッ トワー

ク」 を形成するので ある(同 上書209頁)。

重本氏 の問題意識 は,ベ ックの 「リス ク社会 論」 にお ける,「 連帯 な き個 人化」が 「自己決定

の強制 とリス クに対す る個 人責任 」 を生 んでいるとい う議論 と似 ている。 また,企 業 内のコ ミュ

ニテ ィの解体 は効率性 を低 下 させ,多 様 な経営 との共生 能力 の低下 は社会的 な トラブルを引 き起

こ し,社 会合理性 の解体 ばか りか企業 の経済合理性 をも侵食 し始 めている ように思 える。 さ らに,

重本氏 は,新 しい市民社 会 とネ ッ トワーク化 を結 びつ けることで,地 域 コ ミュニ ティの担 い手 と

しての市民経営体 に新 しい連帯の展 望 を見 出 し,企 業経営へ の規制力 の可能性 も指摘 している。

ただ し,市 民社会 か ら企業経営への規 制の具体的仕組 み については課題 として残 され てい る よう

にみえる。次 に,市 民社会 の なかで中核 的役割 を もつNPOと 企 業 との相互作用,企 業内 に市民社

会 の影響力 をもたせ るための企業倫 理 を市民社会か ら企業経営へ の規制の仕組み と して検討す る。

4市 民社会 と企業 の相互作 用

谷本寛治氏 は,市 民社会 と企業 の関係 をNPOと 企業 との相互作 用 として分析 している。NPO

を慈 善型,監 視 ・批判 型,事 業型 の3つ のパ ター ンに分類 し,企 業 に よる 〈慈 善型>NPO支 援,

〈監視 ・批 判型>NPOに よる企業チ ェ ック,調 査 ・分析 を行 う 〈事 業型>NPO(評 価 団体)に

よる企 業 活動 の評価,社 会 的事業 を行 う 〈事 業型>NPOに よるNPOと 企 業 の競 争/コ ラボ

レーシ ョンの4つ のNPOの 機能 に整 理 している(谷 本,2002:14頁)。

この よ うなNPOを 「新 しい社会経 済 シス テム をつ くってい く方向 を模索 す る もの と して」,

歴 史的 に も整理 してい る。 〈慈 善型>NPOは,伝 統 的 タイプであ るが,「 公共 的 な問題 を自発的

に担 う存在 と して人 々のボランテ ィア活動 に支 えられ/そ れ らを束 ね,ロ ーカル/グ ローバ ル ・

レベ ルで活動 し影響 を」 もち,と くに70年 代 以後大 きな力 を もつ。70年 前後 か らは,〈 監視 ・批

判型>NPOが,大 きなパ ワー を もつ に至 った企業 をロー カル/グ ローバル ・レベ ルで監視 し,
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「市場社会 にお ける牽制力 としてその存在 感 を」現 し,「 さらに,企 業 を批判す るだけで はな く,

よ り積 極 的に政策提言す るア ドボカシー型 のNPOが 成長 して きてい る」(同 上書47頁)。80年 代

半 ば以後 は 『小 さな政府』化政策 の影響下,助 成金や寄付 に依拠 して活動す るNPOの みな らず,

多様 なソーシア ヤル ・サ0ビ ス を有料有償 で行 う 〈事業 型>NPOも 増 えて きた」 と指摘 してい

る(同 上書46頁)。

宮坂純一氏 は,『 ステ イクホル ダー行動主義 と企業社会』 において,企 業が市民社会 か ら企 業

経営への影響力 を管理す るシステム として企業倫理(ビ ジネス ・エ シ ックス)を 捉 える。現在,

これ までの企業 が 「依拠 していた社 会規 範(行 動基準)」 が 通用 しな くな ってい る。そ こでは,

「(社会の 目が確 実に 『厳 しく』 なっている)時 代の流れ を企業 自身が十分 に自覚 で きてい ないた

め に,企 業の不祥事が 「発覚』 しているのである」(宮 坂,2005:i頁)。 つ ま り,企 業 と社会 と

の 「暗黙 の契約 」が 「交代 の時期 」 を迎 え,「 企業 とステイクホル ダ0の 間 に 『新 たな』社会 契

約が締結 されつつ」 あ り,「 ステイクホル ダー行動 主義」が台頭 して きている(同 上書ii頁)。 こ

れ は,労 働者,消 費者,地 域社会,自 然環境 などが,「 単 なる利害 関係者 ではな く,明 確 な当事

者意識 を有 してい る利害 関係者 」 として,「 自分 の権利 を しっか りと認識 した うえで発 言 し行 動

しは じめて きた」 とい うことであ る(同 上書i頁)。 この ようなステイクホル ダー行動 主義の動

きに対す る 「経営側 の対応策の総体 」 としてス テイクホル ダー ・マ ネジメン ト,と りわけビジネ

ス ・エ シ ックスの問題が あると している(宮 坂,2000,2003,篠 原,2005)。

しか し,企 業 と社会 の間の 「暗黙 の契約 」 において,「 それぞれのステイクホル ダーには権利

があ り企業 にはそれに照応 した義務 がある,と い うことに関 しては 「共通』 の理解が成立 してい

るが,そ の ような権利 としていかなる権利 を認め るか に関 して 『合意』 が成立 している とは必ず

しも言い難い状況が見 られ る」(同 上書ii頁)。 この合意 をめ ぐって企業 とステイクホル ダーの間

の激 しいせめ ぎあいが あ り,そ の葛藤 はステイクホル ダーズか らの企業評価 と企業倫理の間 にも

み られ ることになろ う。

企 業 に対 す る市民社会 にお けるステイクホルダーが明確 な当事者意識 をもつこ とで,こ れ まで

の企業が依拠 していた市民社会 での合 意 と して の社 会規範が変化 し,「 社会 の 目」 や 「会社 の評

判」が市民社会 か ら市場 ・企業へ の規制力 として機能 しは じめてい る。企業倫理 は,市 民社会 の

規制力 と しての社会規範への戦略的に対応す る管理制度 すなわち社会規 範 を企業経営 に内部化

す る管理制度である。 したが って,企 業倫理 の具体的内容 や基準 は,市 民社会 か ら企業への規 制

力 として機 能するが,同 時 に企業 とステイクホル ダーやステイクホルダー間の力 関係 に規定 され,

変容す ることになる。

む す び

本稿では,市 民社会論 と新 しい市民社会概念 と市民経営学について検討 してきた。高島氏は,

戦後の早い段階で市民社会を積極的に位置づけるとともに,市 民社会 に市民の 「生活内容 と意識

形態」を含めていたことを明らかに した。コッカは,近 年の市民社会論 を市民 自らの自律的公共
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圏 と整理 し,国 家 ・市場 ・私的領域の現代 的変容 との関連で議論すべ きとい う主張 を している。

ハーバ ーマス は,企 業や 国家 に対 して市民が対抗 ・規制する役割 を現代 の市民社会が持 っている

ことを明 らか にした。ベ ック とバ ウアーは,新 しい市民社会 の矛盾 として,連 帯や信頼が崩壊す

る中で 自己決定の強制 とリス クの個 人責任 とい う新 しい個人化が深刻 な問題 になって いるこ とを

明 らかに した。

経営学 の動向 と しては,林 氏 は経営 システムの機能的特性 は,私 的営利性 と社会的有用性 とい

う二重 の側 面 を もつ こ と,と くに経営 システ ムの社会 的有 用性 は経 営 の社会 性,民 主 主 義 と

ヒューマニズ ムな どの社会的文化的規 範に歴史 ・具体的 に影響 を受 ける ことを明 らか に した。馬

頭氏 は,す で に市民事業 の中で市民 自らが公共性 を 「紡 ぐ」 とい う新 しい社 会的規範 と市民生活

の新 しいニーズに対応す る取 り組みが始 まってい ることを明 らかに している。重本氏 は,企 業,

地域 学校,家 庭 な どの各種 経営がそれぞれの 「異質 なものの価値」 の対等 な共生関係の上で成

立す る社 会的合理性 の視 点で分析 する 「市民 の経営学」 を提唱 した。谷本氏 はNPOを 通 じて,

宮坂氏 は企業倫理 を通 じて,市 民社会 が企業経営 を規制 ・制御 しうるこ とを明 らか に した。

さ らに本論 に追加すれば,中 村 共一氏 は,「 市民管理」 とい う概念 を用い て,市 民 が資本 を制

御 し,企 業 の社会 的有用性(使 用価値)の あ り方の追求 に参加す る可能性 に言及 してい る(中 村,

2005)。 夏 目啓 二氏 は,す で に国連が提起 してい るグローバ ル ・ガバ ナ ンス論が,国 家機 関や政

府機 関のみ な らず,市 民生活 の当事 者であ るNGOやNPOな どの個人や ステー クホルダー,そ

して問題発生の1つ の当事者で ある多 国籍企業 を世界的な問題解決の主体 として,個 別の公 共性

をめ ぐる意思形成 を透 明性 と参加の民 主的な原則の下で行 うことを理論化 して きてい ると指摘 し

ている(夏 目,2006)。

企業経営 の新 しい諸問題が グローバ ルかつ ロー カル に展 開 し,そ の克服への試み もグローバ ル

かつ ロー カルな形 で企業,行 政機 関,NPO・NGOな どの相互作用 のなかで追求 されて きてい る。

労働 ・消費 ・地域 な どの市民生活 を営 む ものが共 に連帯 して 自らの手で生活の豊か さやその基 準

を産み 出 し,企 業 に対 して社会 的に参加や制御 を行 い,そ の ようななかで企 業 も主体 的 ・自律 的

に市民社会 に貢献す るこ とが必要 になっている。 この ような仕組み を分析 す ることが経営学 の新

しい課題 となって きているのである。

注

1)ヘ ーゲルの新 しい解釈 について は,(長 谷川,1995)を 参照 の こと。

2)高 島氏 の 「生 活内容 」 は小松 善雄 氏 の 「物 質的生 活過程 」 と吉 田氏 の 「下部構 造 と しての市 民社

会 」,「意識形態」 は小松 氏の 「社 会 的生活過程 」 と吉 田傑俊 氏の 「上部構造 と しての市民社 会」 に対

応 している ように思える。(吉 田,2005,小 松,1997)

3)二 重性 の通説 に対す る疑 義は篠 原三郎氏の指摘以後始 まる。(篠 原,1978,1994)
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